
 

消費生活用製品安全法施行令の改正に係る消費経済審議会への諮問について 

 

令和６年１０月 

経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 

製品安全課 

 

１． 諮問の背景 

○  第 213 回通常国会において成立し、令和６年６月 26 日に公布された消費

生活用製品安全法等の一部を改正する法律（令和 6年法律第 67 号）第一条

の規定による改正後の消費生活用製品安全法（昭和 48 年法律第 31 号。以

下「新消安法」という。）において、「子供用特定製品」が規定された。 

○  新消安法において「子供用特定製品」とは、「特定製品のうち、主として

子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子

供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要である

と認められるもの」と定めている。 

○  玩具は、多くの子供が長時間接触し、子供による乱雑な使用状況に置か

れる蓋然性が高く、特に３歳未満の子供において、玩具による、小さな部品

を誤飲して窒息する事故や、指挟み・突き刺し等の外傷事故が繰り返し発

生している。 

○  乳幼児用ベッドは、２歳以下の乳幼児が使用する製品であり、既に消安

法の規制対象製品（（特特特定製品）である。他方、近年でも乳幼児用ベッド

に寝かせていた乳幼児が落下して重傷を負うなどの事故が発生している。

こうした事故を防止するためには、消費者に製品の正しい使い方を理解し

ていただくことが重要である。 

 

２． 諮問事項（消費生活用製品安全法施行令の改正（特定製品及び子供用特定製品

への追加） 

○  ３歳未満向けの玩具については、１．のとおり誤飲・窒息のおそれが顕在

化しており早急に技術基準を設け規制対象とするべきであると考えられる

ことを踏まえ、特定製品に指定する。 

○  加えて３歳未満向け玩具は、子供の生活の用に供される製品であり、消

費者（保護者）が使用方法や使用上の注意などを理解する必要があると認

められる製品であるため、子供用特定製品に指定する。 

○  乳幼児用ベッドについては、１．のとおり、特特特定製品に指定されてい

る製品であるが、使用上の注意を表示することを義務付けることによって、

製品の正しい使用方法を再認識していただくことで、事故を防止すること

が期待されるため、子供用特定製品に指定する。 

資料２ 



○  新消安法第 47 条の規定において、特定製品や子供用特定製品の指定等に

関する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは消費経済審議会に

諮問しなければならないとされている。 

○  以上より、３歳未満向け玩具（乳幼児用玩具）を特定製品に指定するこ

と並びに乳幼児用ベッド及び３歳未満向け玩具（乳幼児用玩具）を子供用

特定製品に指定することについて、消費経済審議会に諮問するもの。（（改正

内容は特紙参照） 

 

 

以上 

  



（案） 

＜特定製品の一覧（※が追加する特定製品）＞ 

一 家庭用の圧力なべ及び圧力がま（内容積が十リットル以下のものであつて、九・

八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。） 

二 乗車用ヘルメット（自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。） 

三 乳幼児用ベッド（主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は

保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除

く。） 

四 登山用ロープ（身体確保用のものに限る。） 

五 携帯用レーザー応用装置（レーザー光（可視光線に限る。）を外部に照射して文

字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。） 

六 浴槽用温水循環器（主として家庭において使用することを目的として設計したも

のに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて

専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量

が十リットル毎分未満のものを除く。） 

七 石油給湯機（灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量

が五十リットル以下のものに限る。以下同じ。） 

八 石油ふろがま（灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。以下同

じ。） 

九 石油ストーブ（灯油の消費量が十二キロワット（開放燃焼式のものであつて自然

通気形のものにあつては、七キロワット）以下のものに限る。） 

十 ライター（たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体と

なつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用の

ものに限る。） 

十一 磁石製娯楽用品（磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯

楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用す

る部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。） 

十二 吸水性合成樹脂製玩具（吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分

が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。） 

※十三 乳幼児用玩具（主として家庭において出産後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用

することを目的として設計したものに限る。） 

 

＜子供用特定製品の一覧（※が追加する子供用特定製品）＞ 

※三 乳幼児用ベッド（主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は

保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除

く。） 

※十三 乳幼児用玩具（主として家庭において出産後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使

用することを目的として設計したものに限る。） 

特紙 


